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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居

宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月１日老企第 36号）（抄） 

 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略）  

⑵ 電子情報処理組織による届出 

①  ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が

行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）とその届出をする者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。ただし、当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続

した際に当該行政機関等からプログラムが付与される場合

は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能

を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により

行わせることができる。 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届

出については、書面等により行われたものとみなして、本通

知及びその他の当該届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、

当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に

到達したものとみなす。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略）  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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⑶～⑹ （略） 

２～６ （略） 

第２・第３ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２～６ （略） 

第２・第３ （略） 
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サー

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12年３月８日老企第 40号）（抄） 

 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等

への通知 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指

定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について」（平成十二年三月一日老企

第三六号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所

サービス通知」という。）第一の１の⑴から⑸までを準用する。 

⑵ （略）  

 ２ （略） 

第２ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ 届出書類の受取り、要件審査、届出の受理及び国保連合会等

への通知 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指

定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について」（平成十二年三月一日老企

第三六号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「訪問通所

サービス通知」という。）第一の１の⑴から⑷までを準用する。 

⑵ （略）  

２ （略） 

第２ （略） 
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○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18年３月 17日老計発第 0317001

号、老振発第 0317001号、老老発第 0317001号）（抄） 

 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

①  ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が

行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）とその届出をする者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。ただし、当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続

した際に当該行政機関等からプログラムが付与される場合

は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能

を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により

行わせることができる。 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届

出については、書面等により行われたものとみなして、本通

知及びその他の当該届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、

当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に

到達したものとみなす。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略）  

（新設） 
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⑶～⑹ （略） 

２～６ （略） 

第２ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２～６ （略） 

第２ （略） 

 

  



 

6 

 

○ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18年３月 31日老計発第 0331005号、老振発第 0331005号、老老発第 0331018号）（抄） 

 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が

行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ。）とその届出をする者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をい

う。ただし、当該行政機関等の使用に係る電子計算機と接続

した際に当該行政機関等からプログラムが付与される場合

は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能

を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により

行わせることができる。 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届

出については、書面等により行われたものとみなして、本通

知及びその他の当該届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、

当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に

到達したものとみなす。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

（新設） 
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⑶～⑹ （略） 

２～６ （略） 

第２・第３ （略） 

⑵～⑸ （略） 

２～６ （略） 

第２・第３ （略） 

 


